
 

墓所使用権継承届 

 今般，諸事情により墓所使用権を 

継承したので届出します。  

 

継 

承 

者 

住所 

 

 

電話                           

本籍地 

 

 

氏名 
           

             印  

前使用者との続柄 

 

 

添付書類  ・霊園使用許可証 

・ 戸籍謄本（前使用者との親族関係がわかるもの） 

・ 住民票（世帯全員 本籍・続柄記載のもの） 

・ 印鑑証明書 

 

宝塚市川面長尾山１５-１０１ 

本化日蓮宗本山 宗教法人 妙見山 

管長  藏田 日晶 殿 

前権利者  

氏名  

住所  

緊急連絡先 第一関係者 

氏名 

住所 

電話番号 


